
さいたま市消防局告示第２号 

 

 さいたま市消防署の組織に関する規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和８年３月３１日 

さいたま市消防局長 島田 智弘      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   さいたま市消防署の組織に関する規程の一部を改正する告示 

 さいたま市消防署の組織に関する規程（平成１３年さいたま市消防本部告示第１号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （分掌事務） 

第３条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとお

りとする。 

 管理指導課 

 ⑴～⒁ ［略］ 

 （分掌事務） 

第３条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとお

りとする。 

 管理指導課 

 ⑴～⒁ ［略］ 

 ⒂ 次条第４項の表の右欄に規定する消防署間の

会議に関すること（大宮消防署及び浦和消防署

に限る。）。 

 ⒃ ［略］ 

 ［略］ 

２ ［略］ 

 ⒂ 次条第４項の表の右欄に規定する北部５消防

署及び南部５消防署の会議に関すること（大宮

消防署及び浦和消防署に限る。）。 

 ⒃ ［略］ 

 ［略］ 

２ ［略］ 

  

 （消防署長）  （消防署長） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 次の表の中欄に掲げる署長は、前項に規定する

職務に加え、左欄に掲げる統括者として同表の右

欄に掲げる消防署について、消防署間の総合調整

及び統括を行うものとする。 

名称 消防署長 対象となる消防署 

北部方面

統括 

大宮消防署

長 

大宮消防署、西消防

署、北消防署、見沼

消防署及び岩槻消防

署 

 

南部方面

統括 

浦和消防署

長 

浦和消防署、中央消

防署、桜消防署、南

消防署及び緑消防署 

 

 
 

４ 次の表の左欄に掲げる署長は、前項に規定する

職務に加え、同表の右欄に掲げる消防署間の総合

調整及び統括に関する業務を行うものとする。 

 

 消防署長 対象となる消防署 

 大宮消防署

長 

北部５消防署（大宮

消防署、西消防署、

北消防署、見沼消防

署及び岩槻消防署を

いう。） 

 浦和消防署

長 

南部５消防署（浦和 

消防署、中央消防署、

桜消防署、南消防署 

及び緑消防署をいう。

） 
 

  

 （参事等）  （参事等） 



 

 

第７条 消防署に参事、課に副参事、課長補佐、主

幹、調整幹、専門幹、参与、主査、主任又は主事

を置くことができる。 

第７条 消防署に参事、副参事、調整幹、参与又は

主査、課に副参事、課長補佐、主幹、専門幹、参

与、主査、主任又は主事を置くことができる。 

２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

  

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


